
品川区小災害見舞金等支給要綱 

 

制定 昭和５０年 ５月２８日 区長決定    

改正 昭和５４年 ４月 ３日 一部改正    

改正 昭和５６年１０月２２日 一部改正    

改正 昭和５７年 ３月３１日 一部改正    

改正 昭和６３年 ３月 ９日 一部改正    

改正 平成 元年 ８月１６日 一部改正    

改正 平成 ５年 ３月３１日 一部改正    

改正 平成１１年 ２月１８日 一部改正    

改正 平成１３年 ３月２８日 一部改正    

改正 平成２１年 ３月３１日 要綱第１７６号 

改正 平成２７年 ４月 １日 要綱第３０１号 

改正 令和 ５年 ４月 １日 要綱第 ４２号 

改正 令和 ５年 ７月 １日 要綱第１４９号 

改正 令和 ７年 ６月 １日 要綱第１３４号 

改正 令和 ８年 ５月 １日 要綱第１１１号 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、区内に発生した災害により死亡した区民の遺族等に対する

災害弔慰金の支給および災害により被害を受けた世帯に対する応急援護のため

の災害見舞金の支給を行い、もって区民の福祉を図ることを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 

⑴ 災害 災害救助法の適用に至らない小規模な風水害または火災などをいう。 

⑵ 区民 災害により被害を受けた当時、品川区の区域内に住所を有した者を 

いう。 

⑶ 住宅 現実に住宅のために使用している建物をいう。ただし、社会通念上非 

住宅であっても、常時、人が居住している場合には当該部分は住宅とする。 

⑷ 全焼・全壊 住宅の焼失または損壊した部分の床面積がその住宅の延床面 

積の 70％以上のもの、または住宅の被害額がその住宅の時価の 50％以上に達 

したもの。 

⑸ 半焼・半壊 住宅の焼失または損壊した部分の床面積がその住宅の延床面 

積の 20％以上 70％未満のもの、または住宅の被害額がその住宅の時価の 20％ 

以上 50％未満に達したもの。 

⑹ 床上浸水 住宅の床面に達した場合をいう。 

⑺ 床下浸水 住宅の床面に達しない場合をいう。 



⑻ 事業所等浸水 店舗、事務所、工場等で床面が浸水し、かつ、商品や業務に 

係わる設備に被害が生じた場合をいう。 

⑼ 水損 消火活動による水の被害により、一時的に居住することができなく 

なった状態をいう。 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 区長は、区民が第２条に規定する災害により死亡したときは、その者の遺

族および実際に葬祭を行った者に対して、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、品川区災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９

年７月品川区条例第３６号。以下「条例」という。）に基づく災害弔慰金の支給

を受けた遺族に対しては支給しない。 

（災害弔慰金を支給する遺族等） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、条例に準ずる。 

２ 前項の遺族がいない場合は、実際に葬祭を行った者とする。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者一人当たり５万円とする。 

（災害見舞金の支給） 

第６条 区長は、区民が第２条に規定する災害により被害を受けたときは、世帯主

に対して被害の種類および世帯の区分に応じて災害見舞金の支給を行うものと

する。 

（災害見舞金の額） 

第７条 災害見舞金の額は別表第１に掲げる金額とする。ただし、被害の種類およ

び程度により区長が特に必要と認めた場合は、災害見舞金の額を変更すること

ができる。 

（支給制限） 

第８条 故意の行為（放火等）による場合には支給しない。 

（宿泊施設の確保） 

第９条 区は、区民が災害により自宅に居住することができず、身寄りがない場合、

宿泊施設の確保に努める。 

（宿泊見舞金の支給） 

第１０条 区長は、宿泊施設に宿泊するときは、当該宿泊に要する別表第２に定める

費用に相当する額の見舞金（以下「宿泊見舞金」という。）を別表第１に定める見

舞金に追加して支給するものとする。 

２ 宿泊見舞金の額は一人あたり１泊につき１万円を上限とした実費額を支給する。

ただし、１泊あたりの宿泊に要した費用の額が提出書類等によって確認することが

できない場合にあっては、総額を宿泊日数で割った額を１泊あたりの金額とする。 

 



（宿泊見舞金の支給方法） 

第１１条 区長は、り災した区民（前条第１項に該当する区民に限る。以下「宿泊対

象者」という。）が宿泊施設に宿泊した場合にあっては、宿泊に要した費用の額の

確認後、当該宿泊対象者（宿泊する者が複数人の場合はその代表者とする。）に対

し、速やかに宿泊見舞金を支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、第９条により確保した施設を宿泊対象者に紹

介を行った場合であって、これに宿泊対象者が宿泊するときは、宿泊対象者から宿

泊同意書（第１号様式）を受領したうえで、宿泊見舞金を当該施設の運営事業者に

対し支払うことができる。この場合において、当該施設の運営事業者は、第２号様

式および第３号様式により、区長に宿泊に関する報告および見舞金の請求を行わな

くてはならない。 

（宿泊見舞金の返還） 

第１２条 区長は、区民または宿泊施設の運営事業者が偽りその他不正な手段により

宿泊見舞金の支給を受けた場合は、全部または一部の返還を命ずることができる。 

 （弔慰金および見舞金の支給期間） 

第１３条 弔慰金および見舞金の支給期間は、災害が発生した日の翌日から起算して

１年間とする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めのない事項については、別に防災まちづくり部長が定

める。 

   付 則 

 この要綱は、昭和５７年９月１２日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、昭和６３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成元年８月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

   付 則 



 この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年７月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和７年６月１日から適用する。 

付 則 

 この要綱は、令和８年５月１日から適用する。 

 

  



別表第１ 

  支給基準表 

被害の種類 被災程度 見舞金 

住宅の焼失 
住宅が火災により全焼・半焼・水損した
もの 

１万円 
（世帯人数１人につき 

１万円を加算） 

住宅の損壊等 住宅が風水害により全壊・半壊したもの 

全
壊 

６万円 

半
壊 

５万円 

床上浸水 
住宅の居住部分の床上以上に浸水した
もの 

４万円 

床下浸水等 

住宅の居住部分の床下に浸水したもの 
 
区長が災害見舞金の支給を特に必要と
する程度の住宅の被害があったと認め
るもの 

１万円 

事業所等浸水 
店舗・事務所、工場等でおおむね床面が
浸水し、かつ商品や業務に係わる設備に
被害が生じたもの 

１事業所につき１万円 

【備考】 

１．同一建物で上記表中に複数該当する場合は、最も見舞金額の高い区分のみを支

給する。 

２．水損等被害の算定が困難なものにあたっては実情を勘案して判断する。 



別表第２ 

宿泊見舞金支給基準表 

支給対象宿泊

日数（上限） 

り災した日から３泊。ただし、当該期間の末日が品川区の休

日を定める条例（平成元年品川区条例第２号）第１条第１項に

規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、休日

の翌日を末日とした宿泊数。 

支給対象費用 宿泊料金（有料サービスの費用を除く。） 

支給額（上限） １人あたり１泊１万円 

 


